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令和２年度第６回定例松本市教育委員会付議案件 

 

［議案］ 

第１号  松本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の一部改正につ

いて 

 

［報告］ 

第１号  松本市学校個別施設計画（長寿命化改良事業を含む改修計画）の策定

について 

 

［周知］ 

１  第６１回松本市芸術文化祭の開催について 

 

［その他］ 



     

 

   

 

 

 

 

議案第 １ 号  

 

 

松本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の一部改正について 

 

１  趣旨 

  日本学校保健会から学校生活管理指導表の改訂版が示されたことに伴い、松本市

版の様式について、所要の改正をするものです。 

 

２ 主な改正内容 

  第４条（様式第２号）の改訂 

   

３  新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和２年１０月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

      

 

教育委員会資料 

２．９．２４ 

学 校 給 食 課 

担当 学校給食課   

課長 清澤 秀幸  

電話 ８６－１１３０         

 

--―－１１３０ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 
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松本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱(平成１２年教育委員会告示第８号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○松本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱 ○松本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱 

平成１２年４月１日 平成１２年４月１日 

教育委員会告示第８号 教育委員会告示第８号 

改正 平成１４年１１月２９日教育委員会告示第３０号 改正 平成１４年１１月２９日教育委員会告示第３０号 

平成１６年 ７月 １日教育委員会告示第２４号 平成１６年 ７月 １日教育委員会告示第２４号 

平成２１年 ７月２９日教育委員会告示第２３号 平成２１年 ７月２９日教育委員会告示第２３号 

平成２９年３月１５日教育委員会告示第４号 平成２９年３月１５日教育委員会告示第４号 

平成３１年４月２２日教育委員会告示第１２号 平成３１年４月２２日教育委員会告示第１２号 

(目的) (目的) 

第１条 この要綱は、食物アレルギーがある児童又は生徒に対して等し

く学校給食を提供するために、アレルギー対応食提供事業(以下「事業」

という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的と

する。 

第１条 この要綱は、食物アレルギーがある児童又は生徒に対して等し

く学校給食を提供するために、アレルギー対応食提供事業(以下「事業」

という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的と

する。 

(対象児童又は生徒) (対象児童又は生徒) 

第２条 事業の対象となる児童又は生徒は、食物アレルギーがある児童

又は生徒で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから審査により

決定された者とする。 

第２条 事業の対象となる児童又は生徒は、食物アレルギーがある児童

又は生徒で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから審査により

決定された者とする。 

（１） 事業が実施されない場合、学校給食の代わりに、常に自宅か （１） 事業が実施されない場合、学校給食の代わりに、常に自宅か
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ら弁当を持参する必要のある者 ら弁当を持参する必要のある者 

（２） 事業が実施されない場合、学校給食の献立によっては、自宅

から弁当を持参する必要のある者 

（２） 事業が実施されない場合、学校給食の献立によっては、自宅

から弁当を持参する必要のある者 

(アレルギー対応食の内容等) (アレルギー対応食の内容等) 

第３条 アレルギー対応食の提供は、学校給食のうち副食について実施

するものとし、主食、飲物(牛乳等)、デザート等については、原則、実

施しない。 

第３条 アレルギー対応食の提供は、学校給食のうち副食について実施

するものとし、主食、飲物(牛乳等)、デザート等については、原則、実

施しない。 

２ アレルギー対応食は、学校給食の献立から食物アレルギーの原因と

なる食材を除去することを原則とする。 

２ アレルギー対応食は、学校給食の献立から食物アレルギーの原因と

なる食材を除去することを原則とする。 

(意向調査) (意向調査) 

第４条 事業の実施を希望する保護者(以下「希望保護者」という。)は、

松本市学校給食アレルギー対応食実施意向調査表(様式第１号。以下「調

査表」という。)及び学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)松本市版(様

式第２号。以下「管理指導表」という。)を教育委員会に提出しなけれ

ばならない。 

第４条 事業の実施を希望する保護者(以下「希望保護者」という。)は、

松本市学校給食アレルギー対応食実施意向調査表(様式第１号。以下「調

査表」という。)及び学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)松本市版(様

式第２号。以下「管理指導表」という。)を教育委員会に提出しなけれ

ばならない。 

２ 教育委員会は、前項の調査表及び管理指導表を受理したときは、希

望保護者に対し、事業の内容について説明を行うものとする。 

２ 教育委員会は、前項の調査表及び管理指導表を受理したときは、希

望保護者に対し、事業の内容について説明を行うものとする。 

(実施の申込及び決定) (実施の申込及び決定) 

第５条 前条第２項の説明を受けたうえで、事業の実施を申請しようと

する保護者(以下「申請保護者」という。)は、松本市学校給食アレルギ

ー対応食実施申請書(様式第３号)を教育委員会に提出しなければなら

ない。 

第５条 前条第２項の説明を受けたうえで、事業の実施を申請しようと

する保護者(以下「申請保護者」という。)は、松本市学校給食アレルギ

ー対応食実施申請書(様式第３号)を教育委員会に提出しなければなら

ない。 
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２ 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、事業の実施の必要

性等を審査するとともに、事業の実施について決定し、その旨を松本

市学校給食アレルギー対応食提供事業実施決定通知書(様式第４号)に

より申請保護者に通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、事業の実施の必要

性等を審査するとともに、事業の実施について決定し、その旨を松本

市学校給食アレルギー対応食提供事業実施決定通知書(様式第４号)に

より申請保護者に通知するものとする。 

(献立等) (献立等) 

第６条 教育委員会は、前条第２項に規定する通知を受けた申請保護者

に対し、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の予定献立表を事

前に送付するものとする。 

第６条 教育委員会は、前条第２項に規定する通知を受けた申請保護者

に対し、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の予定献立表を事

前に送付するものとする。 

２ 前項の予定献立表の送付を受けた申請保護者は、その内容を確認の

うえ、実施月の給食開始日前日までに松本市学校給食アレルギー対応

食実施承諾書(様式第５号。以下「承諾書」という。)を教育委員会に提

出しなければならない。 

２ 前項の予定献立表の送付を受けた申請保護者は、その内容を確認の

うえ、実施月の給食開始日前日までに松本市学校給食アレルギー対応

食実施承諾書(様式第５号。以下「承諾書」という。)を教育委員会に提

出しなければならない。 

３ 除去を希望する食品等の変更がある申請保護者は、承諾書にその旨

を記載するものとする。 

３ 除去を希望する食品等の変更がある申請保護者は、承諾書にその旨

を記載するものとする。 

４ 教育委員会は、実施月の中で食材等の理由からアレルギー対応食の

提供が困難な日がある場合については、申請保護者に対し、弁当の持

参日を指定できるものとする。 

４ 教育委員会は、実施月の中で食材等の理由からアレルギー対応食の

提供が困難な日がある場合については、申請保護者に対し、弁当の持

参日を指定できるものとする。 

(事業の中止) (事業の中止) 

第７条 事業の中止を希望する保護者は、松本市学校給食アレルギー対

応食提供事業中止願(様式第６号)を教育委員会に提出しなければなら

ない。 

第７条 事業の中止を希望する保護者は、松本市学校給食アレルギー対

応食提供事業中止願(様式第６号)を教育委員会に提出しなければなら

ない。 

(補則) (補則) 



4/6 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に

定める。 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に

定める。 

附 則 附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 この告示は、告示の日から施行する。 

附 則(平成１４年１１月２９日教育委員会告示第３０号) 附 則(平成１４年１１月２９日教育委員会告示第３０号) 

この告示は、平成１４年１２月２日から施行する。 この告示は、平成１４年１２月２日から施行する。 

附 則(平成１６年７月１日教育委員会告示第２４号) 附 則(平成１６年７月１日教育委員会告示第２４号) 

(施行期日) (施行期日) 

１ この告示は、告示の日から施行する。 １ この告示は、告示の日から施行する。 

(経過措置) (経過措置) 

２ この告示の施行の際現に使用されているこの告示による改正前の松

本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定による様式

は、当分の間この告示による改正後の松本市学校給食アレルギー対応

食提供事業実施要綱の規定による様式とみなす。 

２ この告示の施行の際現に使用されているこの告示による改正前の松

本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定による様式

は、当分の間この告示による改正後の松本市学校給食アレルギー対応

食提供事業実施要綱の規定による様式とみなす。 

附 則(平成２１年７月２９日教育委員会告示第２３号) 附 則(平成２１年７月２９日教育委員会告示第２３号) 

(施行期日) (施行期日) 

１ この告示は、平成２１年８月１日から施行する。 １ この告示は、平成２１年８月１日から施行する。 

(経過措置) (経過措置) 

２ この告示による改正前の松本市学校給食アレルギー対応食提供事業

実施要綱の規定による様式は、当分の間この告示による改正後の松本

市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定による様式とみ

２ この告示による改正前の松本市学校給食アレルギー対応食提供事業

実施要綱の規定による様式は、当分の間この告示による改正後の松本

市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定による様式とみ
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なす。 なす。 

附 則(平成２９年３月１５日教育委員会告示第４号) 附 則(平成２９年３月１５日教育委員会告示第４号) 

(施行期日) (施行期日) 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 １ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

(経過措置) (経過措置) 

２ この告示による改正前の松本市学校給食アレルギー対応食提供事業

実施要綱の規定による様式は、当分の間この告示による改正後の松本

市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定による様式とみ

なす。 

２ この告示による改正前の松本市学校給食アレルギー対応食提供事業

実施要綱の規定による様式は、当分の間この告示による改正後の松本

市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定による様式とみ

なす。 

附 則(平成３１年４月２２日教育委員会告示第１２号) 附 則(平成３１年４月２２日教育委員会告示第１２号) 

(施行期日) (施行期日) 

１ この告示は、平成３１年４月２２日から施行する。 １ この告示は、平成３１年４月２２日から施行する。 

(経過措置) (経過措置) 

２ この告示による改正前の松本市学校給食アレルギー対応食提供事業

実施要綱の規定による様式は、当分の間、この告示のよる改正後の松

本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定により様式と

みなす。 

２ この告示による改正前の松本市学校給食アレルギー対応食提供事業

実施要綱の規定による様式は、当分の間、この告示のよる改正後の松

本市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定により様式と

みなす。 

 附 則(令和２年９月  日教育委員会告示第  号) 

 (施行期日) 

 １ この告示は、令和２年１０月１日から施行する。 

様式第１号(第４条関係) 様式第１号(第４条関係) 
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（略） （略） 

様式第２号(第４条関係) 様式第２号(第４条関係) 

（略） （略） 

様式第３号(第５条関係) 様式第３号(第５条関係) 

（略） （略） 

様式第４号(第５条関係) 様式第４号(第５条関係) 

（略） （略） 

様式第５号(第６条関係) 様式第５号(第６条関係) 

（略） （略） 

様式第６号(第７条関係) 様式第６号(第７条関係) 

（略） （略） 
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学校教育課 

報告第 １ 号 

 

松本市学校個別施設計画（長寿命化改良事業を含む改修計画）の策定について 
 

１ 趣旨 
学校施設の更新に係る費用の縮減及び平準化を行うため、国の「インフラ長寿

命化基本計画」に基づき、松本市内の小中学校施設に係る個別施設計画を策定す
ることについて報告するものです。 

 
２ 長寿命化改良事業 
⑴ 基本的な考え方 
ア 利用者の安全・安心と災害対応の充実等を図るため、計画的な維持・改修
等を推進します。 

イ 建物の状態や利用状況などを基に、将来的にも適切に維持できるよう長寿
命化改良を推進します。  

 

 

 

 

 

３ 計画の概要 
⑴  目的 

   施設の長寿命化により、ライフサイクルコストの削減、財政負担の平準化   
⑵  計画期間 

   令和３年度から令和１２年度までの１０年間 
    ただし、事業の進捗状況･施設の劣化の状況により、概ね５年を目途に見直し

を実施 
   国の指針により、令和 2 年度末までに策定 
⑶  対象施設 
 大規模改造未実施校；小学校１１校、中学校１０校、計２１校→長寿命化改良 

事業 
大規模改造 実施校：小学校１７校、中学校 ６校、計２３校→改築事業 
 

４ 今後の予定 
⑴ １０月の教育委員協議会で素案を協議 
⑵ １１月の庁議で素案を協議 
⑶ １２月の教育民生委員協議会で素案を協議 
⑷ １２月～１月 素案のパブコメ実施 
⑸ ２月の庁議、教育委員会、教育民生委員協議会へ協議 

 

 

従来型（大規模改造事業） 
築 30 年で改修工事→築 60 年で改築 
※内外装の全面的な改修 
（屋根の葺き替え、外壁外断熱、窓
ペアガラス、床張替、受水槽等更
新、給油設備更新、必要に応じ照明
器具の更新、その他） 

 

 長寿命型（長寿命化改良事業） 
築 40 年で延命工事→築 80 年で改築 
※構造体（コンクリートの中性化対
策等）の延命工事と内外装の全面的
な改修 
（構造体の延命工事(コンクリートの
中性化対策等)、屋根の葺き替え、外
壁外断熱、窓ペアガラス、床張替、
給排水設備更新、給油設備更新、照
明器具の更新、トイレ改修、多様な
学習内容に応じた環境整備） 

担当 学校教育課 

課長 上條 公徳 

電話 ３３―９８４７ 

 



 

 

教育委員会資料 
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生涯学習課・中央公民館 

周知事項 １ 

第６１回松本市芸術文化祭の開催について 

１ 趣旨 

  第６３回まつもと市民祭の一環として、第６１回松本市芸術文化祭を開催する 

ことについて周知するものです。 

 

２ 主催 

  松本市、松本市教育委員会 

 

３ 主管 

  松本市芸術文化祭実行委員会 

 

４ 概要 

 第６１回松本市芸術文化祭 ９事業 

  令和２年１０月３日から令和２年１２月１３日まで 

５ 事業内容 

⑴ 美術館 

１０月３日・４日   松本地区書道協会第４７回作品展             

１０月１４～１８日  第３７回長野県中信地区高等学校書道展               

１０月２３～２５日  第７４回松本学生美術展 

１１月１１～１５日  第６１回松本市市民芸術文化祭市民合同展 

１１月１９～２３日  第１８回美術工芸展 

⑵ あがたの森文化会館  

１０月２３～２５日   水石展 

⑶ 音楽文化ホール 

１０月２４日     ミュージックフェスティバル 

⑷ Ｍウイング 

１１月  ７日     楽しいマジックショー          

１２月１３日     ウインターイベント 2020 29th  

 

  担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 栗田 正和 

電話 ３２－１１３２ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 


